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宮若市では、予算書の概要をマネーブックにまとめ、市民のみなさんに配布して
います。このマネーブックは、「第２次宮若市総合計画」で定めた６つの基本方針に
基づき構成し、基本方針ごとに、どのような事業をどのような金額で行う予定にし
ているのかを紹介しています。

宮若市では「ひと・みどり・産業が輝く ふるさと宮若」を将来像として
まちづくりを行っています。この実現に向けて、６つの基本方針を定めています。
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宮若市では、市民参加による協働のまちづくりを推進するため、市民の皆様に
まちづくりに関する情報を積極的にお知らせし、情報の共有に努めています。

そのひとつとして、予算の概要をわかりやすく説明した「宮若市マネーブック
〜わかりやすい予算書〜」令和２年度版を作成いたしました。

宮若市は、令和という新たな時代の始まりのなか、市制施行１５年目を迎える
こととなりました。今日までのまちづくりは、第１次宮若市総合計画の実現を基
本に、まちづくりの基盤整備や福祉・教育の充実等々に積極的に取り組んで参り
ましたが、これらの成果を引き継ぎ伸長させていくため、平成３０年度を初年度
とする第２次宮若市総合計画を策定して、現在、新たな段階へのまちづくりを進
めているところでございます。

令和元年度は、東部総合運動公園の全面供用開始や宮若さくらこども園の開園な
ど、継続的に取り組んできた事業が完成形となり、市の新たなシンボルとなる新庁舎
につきましては、本年５月７日より開庁する運びとなりました。

令和２年度は、少子高齢化や人口減少など山積する課題に対応した持続可能な
まちづくりを目指して、何事にも果敢に取り組み、本市の発展に邁進して参ります。

特に宮若東中学校区２小学校の再編整備については、学校給食共同調理場と学童
保育所、子育て支援センターを一体的に整備し、令和４年４月の供用開始に向けて
準備を進めるとともに、待機児童の解消に向けては、新たに企業主導型保育事業の
利用者への支援や一時預かり事業の拡充を行うなど、市独自の支援体制により安心
して子育てができる環境の整備に努めます。さらに、熊本県菊池市と連携し、本市
にて九州の米食味コンクールを開催するとともに、生活交通手段の確保に向けては、
自動運転社会に向けた事業を展開するモネテクノロジーズと連携して、利便性の高
いデマンド運行方式などの導入について検討を進めます。

急激な少子高齢化や人口減少など大変厳しい時代の変革期を迎えていますが、
「地方創生」の実現に向け創意工夫を凝らし、恵まれた地域資源を最大限に活か
しながら、魅力ある輝くふるさとづくりへ邁進します。一方、現在、世界的に新
型コロナウイルスが甚大な被害を及ぼしており、本市としても、関係機関と連携
しながら、市民の皆様が安全に安心して暮らせるよう感染拡大の防止に努めて参
ります。今後とも、本市のまちづくりについて、皆様のご理解とご協力をお願い
申し上げます。

　　　　　　　　　　　　令和２年５月　

ごあいさつ
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令和 2 年度　宮若市一般会計予算
総額 １８５億５９９万円 （前年度比 １．９％増）

市税
　５２億３，２８０万円
　（２８．３％）

分担金・負担金
　７，０７４万円 （０．４％）

使用料・手数料
　３億５，６３１万円
　（１．９％）

繰越金
　3 億円（１．６％）

その他
　１０億３，５８０万円
　（５．６％）

地方交付税
　３２億９，９５０万円
　（１７．８％）

県支出金
　１２億７，３７１万円
　（６．９％）

国庫支出金
　３３億２８０万円 （１７．８％）

交付金
　１０億３，５００万円
　（５．６％）

市債
　２５億９，９３３万円
　（１４．１％）

歳入予算の
ポ イ ン ト

● 「市税」は、企業業績の向上により法人市民税が増加しています。

● 「国庫支出金」と「市債」は、宮若東中学校区の再編小学校等建設事業　　
　の実施により増加しています。

● 「地方交付税」は、税収増加の影響により減少しています。

自主財源 　３７．８％（前年度比 － ２．４％）
　・市が自主的に収入できる財源のことです。
　・市税、分担金・負担金、使用料・手数料、繰越金などがあります。
　・多いほど財政が安定し、自主的な事業をより多く行うことができます。

依存財源 　６２．２％（前年度比 ＋ ２．４％）
　・国や県から交付されたり、割り当てられたりする財源のことです。
　・地方交付税、国庫支出金、県支出金、市債などがあります。

歳 入

自主財源
 ３７．８%

依存財源
 ６２．２%
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人件費
　２５億３，９９７万円
　（１３．７％）

扶助費
　４７億１，８２０万円
　（２５．５％）

公債費
　１６億２，５４２万円
　（８．８％）

物件費
　２１億８３９万円
　（１１．４％）

投資的経費
　３６億４，９０１万円
　 （１９．７％）

補助費等
　１５億４，９３７万円
　（８．４％）

繰出金
　１８億２，８６１万円
　（９．９％）

義務的経費　４８．０％（前年度比 ＋ １．８％）
　・支出が義務づけられていて任意に削減できないお金のことです。
　 ・人件費、扶助費、公債費のことです。
　・扶助費とは、生活保護費、子どもや高齢者などの生活支援にかかるお金のことです。
　・公債費とは、市の借金返済にかかるお金のことです。
　・義務的経費の割合が多いほど、財政構造が硬直化し、自主的な事業が制限されます。

投資的経費　１９．７％（前年度比 ＋ ２．０％）
　・道路や公園などの公共施設整備にかかるお金のことです。
　・主な事業は、再編小学校などの建設や市道の整備です。

その他の経費　３２．３％（前年度比 ー ３．８％）
　・物件費とは、旅費、需用費、委託料、備品購入費などのことです。
　・補助費等とは、個人や各種団体への補助金、消防署や介護保険広域連合への負担金です。
　・繰出金とは、国民健康保険特別会計や下水道事業会計への支出金です。

歳 出

歳出予算の
ポ イ ン ト

● 「義務的経費」は、会計年度任用職員制度の導入により、人件費が増加しています。

● 「投資的経費」は、宮若東中学校区の再編小学校などの建設費が増加しています。

● 「その他の経費」は、国の制度改正によるふるさと納税の減少により、返礼品に
　要する費用や基金への積立金などが減少しています。

維持補修費
　２億９，０７６万円（１．５％）

その他
　１億９，６２６万円（１．１％）

義務的経費
４８．０%

投資的経費
   １９．７%

その他の経費
３２．３%
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第
１
章

自然環境と地域景観の保全

■ 不法投棄防止対策の推進　(環境保全課)

１０９ 万円

財源　市：１０９万円

　不法投棄防止推進委員による監視体制の強
化や不法投棄防止監視カメラ、看板の設置な
どにより、不法投棄の防止に努めます。

また、環境クリーン作戦や遠賀川流域河川
一斉清掃の実施、自治会などが実施している
環境美化運動の支援を行います。

■ 空家等対策の推進　( 建築都市課 )

１，０６７ 万円

財源　国：５２２万円　市：５４５万円

空家等対策計画に基づき、空家化の予防や
適切な管理などの啓発に努めるとともに、老
朽化し危険性の高い空家の解体撤去費用を補
助するなど、空家等対策を進めます。

また、法に基づき、特定空家の解体に向けた、
措置手続を進めます。

廃棄物処理とリサイクル対策の推進

■ ごみの減量化・リサイクル活動の推進  
    ( 環境保全課 )

１，６３７万円

財源　その他：４６７万円　市：１，１７０万円

ごみの減量化・リサイクルを推進するため、
第２・４日曜日に市内２カ所で行っている資
源物拠点回収を継続して実施します。

また、ごみとして処理されている古紙などを有
効活用するため、リサイクル活動登録団体へ奨
励金を交付するとともに、ごみの減量化を図るた
め、生ごみ処理機器やダンボールコンポストの
購入者への補助金の交
付や、７月からのレジ
袋有料化に合わせてオ
リジナルマイバッグを
全世帯に配布します。

第１章 自然環境　

上水道の安定供給

■ 上水道の安定供給　( 水道課 )

８，０３７ 万円

財源　その他：１，４６７万円
         市：６，５７０万円（うち市債：４，８６０万円）

老朽化による配水管の更新や浄水場施設の整
備を継続的に進め、水道の安定供給に努めます。

下水道等の整備

■ 下水道等の整備　( 下水道課 )

５億７，０４０ 万円

財源　国：１億９，２５７万円　その他：２，６３０万円
         市：３億５，１５３万円（うち市債：２億７，５１０万円）

福岡県が事業主体である遠賀川中流流域下
水道事業の進捗状況に併せて、調査設計であ
る基本・実施設計などを行い、事業認可区域
内の幹線管きょの整備や末端管きょの整備促
進を図ります。

遠賀川中流流域下水道事業では、広域的な
汚水処理対策を図るため、福岡県と関連市町
が連携を図りながら整備を促進しています。

■ 合併浄化槽整備事業　( 下水道課 )

２，４９１ 万円

財源　国：７９６万円　県：８４５万円　市：８５０万円

　汚水処理施設構想に基づき、公共下水道整
備区域以外での浄化槽の設置を推進します。
　また、単独浄化槽や汲み取り便槽からの転
換を行う方に補助を行うことで、さらなる合
併浄化槽の設置促進を図ります。

豊かなみどりが輝くふるさとを守る、自然と共生したまちづくり
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第
１
章

治山・治水・砂防対策の充実

■ 森林環境の整備　( 農政課 )

５，９２４ 万円

財源　県：５，８２０万円　市：１０４万円

水源のかん養、土砂災害防止など森林の有
する公益的機能を高めるため、荒廃森林整備
の取組を進めます。

また、犬鳴山系関係自治体と連携し、シカ
の誘引捕獲事業に補助を行うことで、森林被
害を防ぐための取組を行います。

■ 砂防対策の充実　( 土木建設課 )

６，１００ 万円

財源　県：３，０００万円
　　　市：３，１００万円（うち市債：３，０００万円）

福岡県の補助事業である急傾斜地崩壊対策
事業により、宮日田地区（金生）と脇田地区の
整備を進めます。

■ 河川・水路などの環境整備
　　( 土木建設課 )

１億３７５ 万円

財源　市：1 億３７５万円（うち市債：1億３７０万円）

　慢性的に冠水している金丸・福丸地区の内
水対策を図るため、緊急自然災害防止対策事
業債を活用した排水施設の整備を進め、災害
の発生予防・拡大防止に努めます。

第２章 生活基盤・都市基盤　

計画的な土地利用の促進

■ 都市計画変更図書作成業務
　 ( 建築都市課 )

３５９ 万円

財源　市：３５９万円

　土地利用基本方針の検討結果を踏まえ、若
宮地区の準都市計画区域について、都市計画
区域の拡大を図るため、都市計画変更に向け
た各種検討や資料作成を行い、都市計画図書
を作成します。

■ 国土調査の実施　( 土地対策課 )

８，６９５ 万円

財源　国：３，４４５万円　県：１，７２３万円　
　　　市：３，５２７万円

国土の開発、保全、利用の円滑化を図るため、
令和２年度は、四郎丸・芹田・長井鶴・山口地
区の一部の地籍簿、地籍図の作成と一筆地調
査、測量を行います。

安全・安心で便利な暮らしを確保する
生活基盤・都市基盤づくり

中心拠点の整備

■ 中心拠点整備事業　( まちづくり推進課 )

１億８，９５６ 万円

財源　その他：９，１４０万円
         市：９，８１６万円（うち市債：９，４７０万円）

　中心拠点の整備は令和３年度までの継続事
業として進めています。令和２年度は、５月
７日に新庁舎が開庁し、その後旧庁舎を解体
して、駐車場や公園の整備に着手します。

第
２
章
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第
２
章

定住・住宅施策の推進

■ 定住促進事業　( まちづくり推進課 )

１億２，４８３ 万円

財源　国：１，９６３万円　市：１億５２０万円

　市内に住宅を取得した方に最長７年間、固
定資産税相当額の奨励金を交付する制度、ま
た、市内民間賃貸住宅に居住する新婚・子育
て世帯に家賃の一部を最長３年間補助する制
度など、各種施策を効果的にＰＲしながら定
住を推進します。

■ 市営住宅の保全管理　( 建築都市課 )

１億１，８６５ 万円

財源　国：５，６３４万円　県：７４万円　
　　　その他：６，１５７万円

　市営住宅長寿命化計画に基づき、安全性確保
や長寿命化を図るため、改修工事を実施します。
　また、市民が快適に住み続けられることや、
市民の消費を促し地域経済の活性化を図るた
め、個人住宅や地区公民館を対象に住宅等改
修補助金制度を継続して実施するとともに、
通学路などを対象としたブロック塀等撤去費
補助金制度を実施することで、安全・安心な
環境整備を推進します。

道路・交通網・生活環境の整備

■ 生活道路の整備　( 土木建設課 )

１億３，７４０ 万円

財源　国：２４２万円
　　　市：１億３，４９８万円（うち市債：１億１，６１０万円）

　日常生活で利用する生活道路の維持に努め
るとともに、経年劣化した道路の舗装整備を
行い長寿命化を
図ります。また、
社会資本整備総
合交付金を活用
することで、千
田・ 町 線 に グ
リーンベルトを
設置し、歩行者
の安全通行の確
保に努めます。

■ 幹線道路の整備　( 土木建設課 )

２億１，７４０ 万円

財源　国：８，０００万円
         市：１億３，７４０万円（うち市債：７，２８０万円）

　幹線道路・交通網の環境整備は、周辺地域と
連携して舗装改修や歩道などの整備を計画的に
進め、利便性や安全性、アクセスの向上に努めます。

■ 市民と協働した道路環境の保全
　　( 土木建設課 )

５５０ 万円

財源　市：５５０万円

　市民と行政の協働による良好な道路環境の
保全推進を目的とした道路愛護推進活動につ
いて、積極的に周知を行うことで活動団体の
増加に努めます。

■ 利便性の高い公共交通手段の確保
　　( 産業観光課 )

１億１６７ 万円

財源　県：８０７万円　その他：３９１万円　
　　　市：８，９６９万円

　地域公共交通を維持確保するため、市乗合
バス１０路線と路線バスへの運行維持費の補
助を行います。

また、生活交通手段の確保に向け、ルート
の見直しを引き続き行う
とともに、デマンド運行
方式などの導入について
検討を進めます。

　　　　　

公園・緑地の整備

■ 協働による公園の管理・活用の推進
　　( まちづくり推進課・土木建設課 )

１，９３３ 万円

財源　市：１，９３３万円

　犬鳴川河川公園や２０００年公園、さくら堤
公園は、市民団体などとの協働により管理を
行うとともに、イベントの開催などを通じて、
企業、行政、学校など、多くの方々の交流の
場としての活用を推進します。
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■ 犯罪を防止する環境整備　( 総務課 )

７００ 万円

財源　市：７００万円

自治会などによる防犯灯の設置などを支援す
ることで、犯罪を防止する環境整備を進めます。

■ 交通安全意識の向上　( 健康福祉課 )

８１０ 万円

財源　その他：８１０万円

　高齢運転者の安全運転意識の向上や、交通事
故の防止、被害の軽
減を図るため、安全装
置搭載自動車の購入
または所有の自動車
に安全運転支援装置
を設置した方へ補助
金の交付を行います。

消防・防災・防犯・交通安全の充実

■ 消防団の充実　( 総務課 )

１億６，２９７ 万円

財源　市：１億６，２９７万円（うち市債：１億６，２９０万円）

地域防災の要となる消防団については、消
防団員の加入促進を図るとともに、消防設備
の充実に努めます。また、令和２年度は、消
防指揮自動車の購入や消防団拠点施設の整備
を進めます。

■ 農産物・特産品の販路拡大　( 農政課 )

２５０ 万円

財源　その他：２５０万円

　宮若うまい米コンクールを引き続き実施すると
ともに、オリジナル米袋を活用することで、宮若
産米の効果的なＰＲや販路の拡大に努めます。

また、九州のお米食味コンクールを本市で開
催することにより、宮若米、九州米の知名度向
上を図ります。

第３章 産業 企業誘致と立地企業の発展を支援し、活力ある産業を育て、
雇用を生み出すまちづくり

農林業の振興

■ 小規模農地などへの支援　( 土木建設課 )

３００ 万円

財源　市：３００万円

面積が狭小、湧き水による湿田化など、耕
作不利農地の条件改善のために農家が実施す
る対象事業を補助することで、増加する耕作
放棄地の発生防止に向けた取組を推進します。

■ 就農者の育成支援　( 農政課 )

２，９５２ 万円

財源　県：２，５７０万円　市：３８２万円

水田 ･ 園芸農業の生産コスト低減、生産規
模の拡大に取り組む認定農業者・営農組織に
対して、農業用機械などの導入を支援します。

また、新規就農者の経営確立を支援すると
ともに、営農技術の向上などに取り組む認定
農業者連絡協議会の活動を補助します。

■ 防災意識の醸成と体制の強化   (総務課)

５３９ 万円

財源　市：５３９万円

自助・共助・公助の理念に基づいた地域防
災力の向上に向け、自主防災組織の設立・育
成に取り組みます。

また、防災行政無線や緊急速報メールなど
の多様な情報伝達手段を有効に活用して、迅
速で的確な情報伝達に努めます。

第
３
章
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■ 特産品の開発・販路開拓の推進　
　 ( 産業観光課 )

３００ 万円

財源　市：３００万円

特産品や農産物の販路開拓や宮若ブランド
の確立を図るため、
商業者と認定農業
者などで組織する
宮若じまん振興会
の支援を通じて、
販路拡大や普及促
進を図ります。

■ 新規創業に対する支援  ( 産業観光課 )
２１０ 万円

財源　市：２１０万円

地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、
事業所の開設に係る資金の一部や融資に係る利
子の一部を補助することで、創業を促進します。

企業誘致の推進

■ 企業誘致の推進　( まちづくり推進課 )

８，０９５ 万円

財源　市：８，０９５万円

　自動車関連企業など複数の企業が進出し、
市内の工場用地が不足していることから、工
場用地バンクの充実に努めるとともに福岡県
との連携も視野に入れて、新たな工場用地の
確保に努めます。
　また、引き続き、各種優遇制度を活用して、
企業誘致の推進を図ります。

■ 多面的機能支払交付金　( 農政課 )

３，４２３ 万円

財源　国：１，７２７万円　県：８５６万円　市：８４０万円

　農業や農村は、自然環境の保全や水源のか
ん養、良好な景観の形成など多面的機能を有
していますが、過疎化・高齢化・混住化など
の進行に伴う集落機能の低下により、地域の
共同活動によって支えられている多面的機能
の発揮に支障が生じつつあります。

このため、地域の共同活動に支援を行うこ
とで、農用地や水路、農道、ため池などの地
域資源の適切な保全管理を推進するとともに、
共同活動を行う地域の拡大を図ります。

■ 有害鳥獣被害対策の推進　( 農政課 )

７７２ 万円

財源　国：４万円　市：７６８万円

　深刻化する鳥獣害に対応するため、駆除数
の増加を図るための補助制度や猟友会をはじ
め と す る 関 係
機 関 な ど と 連
携 し た 駆 除 活
動 を 強 化 す る
と と も に、 電
気 牧 柵 な ど の
設 置・ 補 助 を
行 う こ と で、
被 害 防 除 に 取
り組みます。

商業の振興

■ 生活利便性の向上　(産業観光課 )

３９９ 万円

財源　市：３９９万円

買物利便性の向上のため、車両による移動
販売事業に取り組みます。

また、宮若商工会議所・
若宮商工会が実施するプ
レミアム付振興券発行事
業を支援します。
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第４章 保健・福祉

児童・母子福祉の充実

■ 一時預かり事業の拡充  ( 子育て福祉課 )
７，２５４ 万円

財源　国：１，１６８万円　　県：１，１６８万円
　　　その他：５１５万円　市：４，４０３万円

　就労形態や疾病などにより、一時的に家庭
での保育が困難となる保護者のために、子育
て支援センターさくらんぼ（旧第３保育所）・
たけんこ（若宮幼稚園内）で一時預かり保育
を行っています。

令和２年度からは、
待 機 児 童 を 解 消 す る
取組として、子育て支
援センターさくらんぼ
で、保育の必要性が高
い児童に向けた固定枠
による一時預かり事業
を実施します。

■ 学童保育所の運営　( 子育て福祉課 )

７，３０６ 万円

財源　国：１，７４３万円　県：１，７７４万円
　　　市：３，７８９万円

小学校区に合わせて市内５カ所（９クラブ体
制）の学童保育所を運営し、小学生がいる子育
て世帯の子育て・就労支援を行います。　　

　

■ 待機児童解消に向けた取組　　　
　  ( 子育て福祉課 )

４，４８８ 万円

財源　県：２，１１２万円　その他：１，２６８万円　　　　
　　　市：１，１０８万円

  民間保育所の保育士不足の解消を目指し、
保育士への家賃補助制度や就労支援金制度に
より、保育士の確保を支援するとともに、保
育士の負担軽減のための保育補助者の雇用に
必要な経費の一部を補助します。

また、認可保育所以外の保育施設の利用を
促進するために、利用料の一部を補助するな
ど、増大する保育需要への対応を行います。

■ 保育サービスの充実  ( 子育て福祉課 )
７億４，１７７ 万円

財源　国：３億６，６５７万円　県：１億６，３６４万円
　　　その他：３，７７２万円　市：１億７，３８４万円

　保育所や認定こども園における通常・延長
保育などの保育サービスを実施するとともに、
預かり保育などの利用に係る支援を行います。
　また、保育所や認定こども園に対し、特別
保育のための加配職員の雇用や、英語教育の
ための経費に補助を行うことで、より保育の
質が高められるよう市独自の支援を行います。

市民が健康に暮らし、高齢者や子どもを支え合う、
安心な暮らしを高める社会づくり

観光の振興

■ 資源を活かした着地型観光の推進    
　  ( 産業観光課 )

３５８ 万円

財源　その他：３５８万円

　市のイメージアップを図るため、特産品か
つイメージキャラクターでもある追い出し猫
を観光物産展などのイベントで積極的に活用
して、特産品や観光資源のＰＲを行います。

また、Web サイト宮若なびや観光パンフレッ
トなどにより市の魅力を発信するとともに、
民間事業者と連携し、入込客や交流人口の拡
大を図ります。

■ 直方・鞍手広域連携プロジェクト  
　  ( 秘書政策課 )

７９ 万円

財源　市：７９万円

直方・鞍手地域の広域連携による一体的な
地域振興を図るため、福岡県と直鞍２市２町
で取り組んでいるプロジェク
トで、体験交流型プログラム
などを通して圏域の魅力を発
信しています。

令和２年度からは、新たに
人材育成事業に取り組みます。

第
３
章
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■ 不妊治療への支援　(健康福祉課 )

２２５ 万円

財源　その他：２２５万円

　子どもができない悩みを抱えている夫婦が、
子どもをもてるような環境をつくるため、不
妊治療に要する治療費の一部を助成し、経済
的負担の軽減を図ります。

■ 産後ケアの推進　(健康福祉課 )

５０ 万円

財源　その他：２５万円　市：２５万円

　生後１２ヶ月までの乳児とその母親を対象に、
助産所などで心身のケアや育児支援などを行い、
安心して育児ができるための支援を行います。

高齢者福祉の充実

■ 介護予防活動の推進　(健康福祉課 )

６，４３８ 万円

財源　その他：４，１４１万円　市：２，２９７万円

　介護予防教室や居場所づくりなどの介護予
防事業を通して、要介護状態などへの予防ま
たは、要介護状態などの軽減・悪化の防止に
努め、住み慣れた地域でいつまでも健康で生
きがいをもって生活を送ることができるよう
支援します。

■ 地域包括ケア体制の確立
　 ( 健康福祉課 )

６，３７８ 万円

財源　その他：６，２７７万円　市：１０１万円

　団塊の世代が７５歳以上となる２０２５（令
和７）年を目処に、高齢者が住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ
とができるよう、医療・介護・介護予防・住
まい・生活支援が一体的に提供される地域包
括ケアシステムの充
実を図るため、生活
支援サービスの体制
整備や在宅医療・介
護連携、認知症施策、
地域ケア会議の推進
などに取り組みます。

障がい福祉の充実

■ 障がい福祉サービスの提供
  　( 子育て福祉課 )

１０億５，９３６ 万円

財源　国：５億１，３７６万円　県：２億５，４４５万円
　　　その他：２２２万円　  市：２億８，８９３万円

障がいのある人が地域で安心して暮らせる
よう、児童発達支援、放課後等デイサービス、
訪問系サービス、日中活動系サービス、居住
系サービスや更生医療、育成医療および補装
具費の給付など、障がい福祉サービスの提供
を行います。

また、第６期障がい福祉計画や第２期障がい
児福祉計画を策定し、計画的に事業を推進します。

■ チャレンジ雇用の実施　( 総務課 )

３８６ 万円

財源　市：３８６万円

　障がいのある人が民間企業へ就職するため
の経験を積む機会としてチャレンジ雇用を実
施し、民間企業への円滑な就職を支援します。

社会福祉の充実

■ 就労支援体制の充実　(保護人権課 )

３３４ 万円

財源　国：２５０万円　市：８４万円

　就労支援員を配置することで、就労可能な
被保護者へ就労指導・
助 言 を 行 う と と も
に、ハローワークと
連携を図りながら経
済的・社会的自立を
促進します。

■ 社会福祉協議会の活動支援
　　(子育て福祉課 )

６，２７１ 万円

財源　市：６，２７１万円　

　社会福祉協議会が実施している地域福祉推
進事業、ボランティア活動推進事業、各種相
談事業、高齢者・障がい者（児）支援事業など、
福祉事業活動の拡充を支援します。
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■ 民生委員・児童委員の活動支援
　　(子育て福祉課 )

３８８ 万円

財源　市：３８８万円　

市民の生活上の相談や高齢者・子どもの見
守りなど、身近な地域福祉活動の中心的な役
割を担う民生委員・児童委員の活動を積極的
に支援します。

健康づくりの推進

■ 総合健診の実施　(健康福祉課 )

２，００３ 万円

財源　国：８２万円　県：５６万円　市：１，８６５万円

生活習慣病の早期発見のため、検診の必
要 性 に つ い て 周 知 を 行 い、 総 合 健 診 の 受
診率向上を図り、医療費抑制に繋げます。 
＜実施内容＞

・健康診断　　　・歯科健診
・骨粗鬆症検診　・肝炎ウイルス検査
・がん検診
 （胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、
   乳がん、前立腺がん）

■ みやわか健康ポイント事業
　 ( 健康福祉課 )

３１０ 万円

財源　市：３１０万円

　自主的な健康づくりを支援
するため、健康づくりに関す
る事業に参加することでポイ
ントを獲得し、ポイント数に
応じて応募者全員に記念品を
贈呈します。

■ 予防接種の実施　(健康福祉課 )

８，３８０ 万円

財源　国：２２２万円　県：６８万円　市：８，０９０万円

　感染症予防のため、
予防接種法に基づく
定期予防接種、高齢
者肺炎球菌・風しん・
麻しんの任意予防接
種についても引き続
き助成を行います。

医療の充実

■ 医療費適正化対策　( 市民課 )

１４ 万円

財源　市：１４万円

　宮若市の国民健康保険財政の健全化に向けた
取組の一つとして、後発医薬品（ジェネリッ
ク医薬品）の使用による医療費減額通知の送
付を通じて、先発医薬品と同等であるジェネ
リック医薬品の使用を促進することで、医療
費の適正化に努めます。

■ 特定健診・特定保健指導　
　　( 市民課・健康福祉課 )

２，７６３ 万円

財源　市：２，７６３万円　

　特定健診は内臓脂肪型肥満に着目した健康
診査であり、メタボリックシンドローム（内臓
脂肪症候群）に該当する人などを対象に生活指
導などを行い、生活習慣病を予防することを目
的としています。
　また、医療機関と連携を図り受診率の向上
に努めるとともに、健診の結果が生活習慣病の
予備軍や要受診者
となる人を対象に、
保健師・管理栄養
士による受診指導、
生活改善指導を実
施することで、疾
病の発症・悪化の
防止に努めます。
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第
５
章

第５章 教育・文化

学校教育の充実

■ 確かな学力の育成　( 学校教育課 )

３，３４７ 万円

財源　県：２４８万円　市：３，０９９万円

　幼稚園・小中学校が同じ目標に向かって共
通の取組を推進しながら、子どもたちの生活
習慣、学校教育の基盤づくりや学力向上を目
指すため、学力向上プロジェクト E 事業を中
心に様々な事業を実施しています。
　また、放課後学習「みやわかアフター・スクー
ル」を全小中学校で実施し、子どもたちの学
習支援を行います。
　さらに、教員の資質向上のための研修会「み
やわか教師塾」の開催や、学力実態調査・体力
実態調査の実施、トヨタ自動車九州 ( 株 ) の協
力を得て、サイエンススクールを継続して実施
します。

　
■ 教育施設の適正配置　( 教育総務課 )

　　（学校再編事業）
１９億２，４０３ 万円

財源　国：２億８，９５６万円　県：１，０９８万円
市：１６億２，３４９万円（うち市債：１４億４，３３０万円）

　宮田東小学校と宮田小学校を再編する小学校
の令和４年４月の開校に向け、学校給食共同調
理場や学童保育所、子育て支援センターを併設
した学校施設を宮田光陵中学校跡地に整備する
ため、建設工事を実施します。
　また、保護者の代表や教職員で組織する再編
準備委員会では、再編後の学校の校名や校歌な
どの選定、通学路の安全点検などを行います。

■ 特別支援教育の充実  ( 学校教育課 )
２，４６７ 万円

財源　市：２，４６７万円

　小中学校の特別支援学級に在籍している児
童生徒や通常学級に在籍している発達障がい
がある児童生徒など、特別な支援が必要な子
どもたちに適切な教育的支援を行うために、
特別支援教育支援員の配置を行うなど、特別
支援学級等の教育活動の充実を図ります。

また、特別に支援を必要とする児童生徒の
就学などについては、発達障がい相談支援カ
ウンセラーによる助言や特別支援教育連携協
議会の中で関係機関との情報交換を行い、円
滑に連携していくことで、当該児童生徒にとっ
て適切な教育支援を行います。

■ 小中一貫教育の推進　( 学校教育課 )

２，５８１ 万円

財源　県：３０万円　市：２，５５１万円

　小中学校の９年間を見通した教育課程を編
成することで充実した教育活動を展開すると
ともに、小中間の授業形態のスムーズな橋渡
しと授業の質の向上を図るための小中学校教
職員合同研修の実施など、小中一貫教育の取
組を行います。

また、社会的・職業的自立を目指し、郷土
愛を育てるため、教育課程全体を通じたキャ
リア教育を推進し、グローバル化に対応する
コミュニケーション能力を育成するため、少
年の主張大会で英語部門を開催するなど、外
国語（英語）教育
のさらなる充実を
図ります。　　　
　さらに、宮若西
小・中学校が平成
３０年度より福岡
県の研究指定を受
け、小中連携によ
る外国語教育の推
進に向けた取組を
進めます。

子どもの「生きる力」を育てる学校教育と、
多彩な市民交流を生む社会教育の充実
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第
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章

■ 情報教育の推進　( 学校教育課 )

５，０６２ 万円

財源　市：５，０６２万円

　情報技術を活用する力を育てるためにＩＣ
Ｔ機器の整備が必要であることから、年次的
に電子黒板を整備します。

また、ＩＣＴ支援員を配置することで、教
師のＩＣＴ活用指導力の向上を図ります。

さらに、学校運営の円滑化を図るため、各学
校の校務用パソコンの入替整備を実施します。

スポーツの推進

■ スポーツ大会・キャンプ地の誘致
　 ( 社会教育課 )

２０ 万円

財源　市：２０万円

　光陵グリーンパークや西鞍の丘総合運動公園
と、宿泊施設との連携を図ることで、広域的なス
ポーツ大会やキャンプ地の誘致に取り組みます。

青少年の健全育成

■ 体験学習の充実  ( 社会教育課 )
７７ 万円

財源　市：７７万円

　小学生が様々な活動を体験することで、自
ら学び、自ら考える力や豊かな人間性など、
生きる力を育むことを目的として、わいわい
サークルやサマーチャレンジ、スプリングチャ
レンジを開催します。

生涯学習の推進

■ 読書活動の充実　( 社会教育課 )

１，６６９ 万円

財源　県：１０万円　その他：１５０万円　
　　　市：１，５０９万円

　ふるさと納税を有効に活用して児童書を増や
し、おはなし会やブックスタート、家読など、
児童書を活用した事業を充実させることで、
幼少期の子どもの読書活動を推進します。

■ 生涯学習活動の支援　( 社会教育課 )

１，２９２ 万円

財源　市：１，２９２万円（うち市債：１，１６０万円）

　宮田文化センターとマリーホール宮田において
は、トイレの洋式化などの工事に取り組みます。
　また、山口コミュニティセンターにおいて
は、トイレの洋式化工事を行うとともに、１
階和室と廊下部分との段差解消を行うバリア
フリー化工事に取り組むことで、多くの方が
利用しやすい施設の整備を行います。

芸術文化活動の充実

■ 芸術文化活動の推進  ( 社会教育課 )
２０２ 万円

財源　市：２０２万円

　市民文化祭やコンサー
トなどを開催し、市民が
芸術文化に触れる機会の
提供に努め、芸術文化活
動の活性化を図ります。

文化財の保護・継承

■ 文化財の整備・保存の推進
　 ( 社会教育課 )

１，２６２ 万円

財源　市：１，２６２万円（うち市債：５３０万円）

国指定史跡である竹原古墳の保存整備工事
が完成したことを記念して、シンポジウムを
開催し、竹原古墳の歴史や魅力について広く
発信します。

また、文化財収蔵・展示施設と地域の活動
拠点機能を併せ持つ施設の整備に向けて設計
業務に取り組みます。

子どもの「生きる力」を育てる学校教育と、
多彩な市民交流を生む社会教育の充実
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第６章 市民協働・コミュニティ

市民参加の推進

■ 広報・広聴の充実　( 秘書政策課 )

１，９４９ 万円

財源　県：５５万円　その他：１２３万円　
　　　市：１，７７１万円

　市の魅力を市内外へ広く発信し、認知度を高
めていくため、主要施策や地域情報について、
広報紙や公式ホームページ、公式インスタグラ
ムをはじめとしたＳＮＳなど様々な媒体を活
用した多角的で効果的な情報発信を行います。

■ 新国富指標調査分析事業　(秘書政策課)

１４０ 万円

財源　その他：１４０万円

第２次宮若市総合計画の推進にあたり、九州
大学都市研究センターで研究されている「新国
富指標」（長期的に持続可能な発展を計測するた
めに開発された経済指標）を活用することで、
持続可能な発展を目指したまちづくりを進めます。

■ 市民参加機会の確保　( 秘書政策課 )

１８９ 万円

財源　その他：１００万円　市：８９万円

協働のまちづくりを進める取組の一つとして、
公募市民などにより構成されたまちづくり委員
会を設置し、市政へ提言を行ってきました。

令和２年度は、第６期まちづくり委員による、個
性ある地域づくりへの取組を引き続き支援します。

地域コミュニティの形成

■ コミュニティ活動の活性化
　　( まちづくり推進課 )

２４０ 万円

財源　市：２４０万円

自治基本条例に基づく職員の地域担当制度
については、市内８ブロックで地域と職員が
協働して事業を実施します。

人権尊重社会の構築

■ 人権教育・啓発の促進　( 社会教育課 )

６２ 万円

財源　県：１２万円　市：５０万円

　身近な生活の中にある差別に気づき、お互
いの人権が尊重される地域づくりを推進する
ため、人権講演会や地域懇談会などを開催し、
人権啓発に取り組みます。
　また、令和３年度に
改定する宮若市人権
教育・啓発基本計画の
策定に向けた市民アン
ケートを実施します。

地域情報化の推進

■ 地域情報化の推進  ( 総務課 )
２，００６ 万円

財源　市：２，００６万円

新庁舎において新たな窓口サービスを提供
するため、業務フローの見直しにより業務改
善を図り、効率的な窓口サービスの実施を支
援するシステムを構築します。

また、新たなＩＣＴ
（ＡＩ、ＲＰＡ な ど ）
を業務支援や問合せ
対応、定型業務の自動
化などに活用し、業務
の効率化を推進します。

■ 高度無線環境整備推進事業  ( 総務課 )
１億２，２４７ 万円

財源　市：１億２，２４７万円（うち市債：１億３３０万円）

　通信事業者と協力し、旧吉川小学校区に光
ファイバー回線を利用した高速インターネッ
トサービスエリアの拡大を行うことで、情報
格差の是正を図ります。

市民とともに地域の課題解決に向けて
取り組んでいく協働のまちづくり
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第７章 計画の推進と実現のために

■ 輝くふるさと応援寄附金　( 財政課 )

４，９４１ 万円

財源　その他：３，８００万円　市：１，１４１万円

輝くふるさと応援寄附金については、国の
基準を遵守し、新規取扱事業者や返礼品の拡
充を図るとともに、寄附サイトの掲載内容を
充実させることで、さらなる寄附の拡大に取
り組みます。

■ 固定資産（土地）評価修正に伴う
　 標準宅地時点修正業務
 　( 税務収納課 )

１３７ 万円

財源　市：１３７万円

　地価の下落を次年度の固定資産評価額に反
映させるため、７月１日時点における標準宅地
の時点修正率を鑑定評価により求めることで、
市内全域の宅地などの価格修正を行います。

■ 適正な債権管理の推進  ( 税務収納課 )
６０ 万円

財源　市：６０万円

　債権管理条例に基づき、市税をはじめとし
た市全体の債権について統一的な基準を定め、
債権管理マニュアルの作成に着手するなど、
より適正な債権管理の推進に努めます。

■ 地番現況図などの更新　( 税務収納課 )

１，５５２ 万円

財源　市：１，５５２万円

課税対象物件の的確な把握による適正な課
税を図るため、地番現況図や公図の通年異動
更新を行い、令和３年度評価替えに向けて土地
評価見直し業務を進めます。

■ 収納率の向上及び滞納対策の強化
 　( 税務収納課 )

１８４ 万円

財源　市：１８４万円

　収納率の向上のため、資力のある滞納者に
対して、動産、不動産の差押を積極的に行い、
公売会などを活用し差押不動産の公売を行う
ため、不動産鑑定士に評価を委託します。

また、ファイナンシャルプランナーによる
多重債務者のための過払い利息分の返還請求
など、家計改善指導に取り組み収納率の向上
を図ります。

さらに、相続財産管理人選任業務を委託し、
選任された管理人により相続財産の処分を行
い、滞納となっている税の解消を図ります。
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一　般　会　計 １８５億５９９万円　

                 歳　入
区分 予算額

市税 ５２億３，２８０万円
地方譲与税 １億６，８６８万円
利子割交付金 ２７０万円
配当割交付金 ８２０万円
株式等譲渡所得割交付金 ７９０万円
法人事業税交付金 ７，９５３万円
地方消費税交付金 ６億５，１７０万円
ゴルフ場利用税交付金 ４，５５０万円
環境性能割交付金 ４，３３４万円
国有提供施設等所在市町村助成交付金 １４０万円
地方特例交付金 ２，０４５万円
地方交付税 ３２億９，９５０万円
交通安全対策特別交付金 ５６０万円
分担金及び負担金 ７，０７４万円
使用料及び手数料 ３億５，６３１万円
国庫支出金 ３３億２８０万円
県支出金 １２億７，３７１万円
財産収入 ９，０９３万円
寄附金 ９，８２０万円
繰入金 ５億４，４７９万円
繰越金 ３億円
諸収入 ３億１８８万円
市債 ２５億９，９３３万円

性質別
区分 予算額

人件費 ２５億３，９９７万円
扶助費 ４７億１，８２０万円
公債費 １６億２，５４２万円
投資的経費 ３６億４，９０１万円
物件費 ２１億８３９万円
維持補修費 ２億９，０７６万円
補助費等 １５億４，９３７万円
繰出金 １８億２，８６１万円
積立金 １億４，５０６万円
投資及び出資金・貸付金 ２，１２０万円
予備費 ３，０００万円

目的別
区分 予算額

議会費 １億６，１６３万円
総務費 ２０億１，６１１万円
民生費 ６８億４，８５６万円
衛生費 １１億２，７０８万円
農林水産業費 ７億１，３２８万円
商工費 ３億５，５８７万円
土木費 １５億８，５２８万円
消防費 ６億９，９４０万円
教育費 ３３億２，６８６万円
災害復旧費 １，６５０万円
公債費 １６億２，５４２万円
予備費 ３，０００万円

歳　出

資料．予算概要
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国民健康保険特別会計 ３２億８，８８０万円　

歳　出歳　入
区分 予算額

国民健康保険税 ５億４，４２７万円
使用料及び手数料 ３６万円
県支出金 ２４億４，２８１万円
繰入金 ２億９，９５６万円
諸収入 １８０万円

区分 予算額
総務費 ５，９５９万円
保険給付費 ２３億９，１１２万円
国民健康保健事業費納付金 ８億２５０万円
保健事業費 ２，８０４万円
諸支出金 ２５５万円
予備費 ５００万円

後期高齢者医療特別会計 ４億５，１４３万円　

歳　入 歳　出
区分 予算額

後期高齢者医療保険料 ３億７７２万円
使用料及び手数料 ４万円
繰入金 １億４，３０７万円
諸収入 ６０万円

区分 予算額
総務費 ２７８万円
後期高齢者医療広域連合納付金 ４億４，６２７万円
諸支出金 １１０万円
保健事業費 ７８万円
予備費 ５０万円

吉川財産区特別会計 １５７万円　

歳　入 歳　出
区分 予算額

財産収入 ５万円
繰入金 １５２万円

区分 予算額
総務費 ８７万円
財産費 ５０万円
予備費 ２０万円
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水道事業会計

（２）資本的収入及び支出

（１）収益的収入及び支出

区分 予算額
給水収益 ４億２，３００万円
受託工事収益 １，０００万円
その他の営業収益 ２４万円
負担金 １，８１４万円
受取利息 １万円
他会計補助金 ３６８万円
水道加入金 ２９７万円
長期前受金戻入 ６，４８１万円
雑収益 ３２万円

区分 予算額
企業債 ４，８６０万円
負担金 １，４６７万円

区分 予算額
施設改良費 ８，３８７万円
固定資産購入費 ２，０４８万円
企業債償還金 １億９７８万円
予備費 １００万円

区分 予算額
原水及び浄水費 １億１，８２５万円
配水及び給水費 ８，４５９万円
受託工事費 １，０００万円
総係費 ５，１４６万円
減価償却費 １億８，９５８万円
資産減耗費 １４９万円
支払利息及び企業債取扱諸費 ２，７９２万円
消費税及び地方消費税 １，６０４万円
特別損失 １万円
予備費 １００万円

収　入 ５億２，３１７万円 支　出 ５億３４万円

収　入 ６，３２７万円 支　出 ２億１，５１３万円

簡易水道事業会計

（１）収益的収入及び支出

区分 予算額
給水収益 ４，５００万円
受託工事収益 ２００万円
その他の営業収益 ３万円
負担金 ７９０万円
受取利息 １万円
他会計補助金 ２，３７７万円
水道加入金 １９８万円
長期前受金戻入 ３，１０８万円
雑収益 １万円

区分 予算額
原水及び浄水費 １，４９１万円
配水及び給水費 ２０３万円
受託工事費 ２００万円
総係費 ２，７６０万円
減価償却費 ５，１３２万円
支払利息及び企業債取扱諸費 ８３０万円
消費税及び地方消費税 １７２万円
特別損失 ２０８万円

収　入 １億１，１７８万円 支　出 １億９９６万円
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下水道事業会計

（２）資本的収入及び支出

（１）収益的収入及び支出

区分 予算額
下水道使用料 ４，２６４万円
雨水処理負担金 ５８８万円
その他営業収益 １４万円
受取利息 １万円
他会計負担金 １億３，５９８万円
他会計補助金 ７，６２３万円
長期前受金戻入 １億１，３８１万円
消費税還付金 ５００万円
特別利益 ５００万円

区分 予算額
企業債 ２億７，５１０万円
国庫補助金 １億９，２５７万円
負担金及び分担金 ２，１３０万円
他会計負担金 ２，６１４万円
他会計補助金 １億５０５万円

区分 予算額
建設改良費 ５億７，０４０万円
企業債償還金 １億２，２３１万円
予備費 １０万円

区分 予算額
管渠費 １６４万円
ポンプ場費 ５７０万円
業務費 ８３万円
総係費 ３，５７５万円
流域下水道維持管理負担金 ９，８６１万円
減価償却費 １億９，１８１万円
支払利息及び企業債取扱諸費 ４，８０３万円
特別損失 ２３２万円

収　入 ３億８，４６９万円 支　出 ３億８，４６９万円

収　入 ６億２，０１６万円 支　出 ６億９，２８１万円

（２）資本的収入及び支出

区分 予算額
他会計補助金 ２，８４６万円
負担金 ７，５９９万円

区分 予算額
施設改良費 ８，０３７万円
固定資産購入費 ４万円
企業債償還金 ４，５１９万円
予備費 ２０万円

収　入 １億４４５万円 支　出 １億２，５８０万円



まちづくり出前講座のご案内
市役所や消防署などの職員が “暮らしに役立つ知識” を出前します。

■ 市役所や警察署、消防署などの職員が皆さんの
ところへ出向いて講座を開催します。
　普段からの疑問や、暮らしに役立つ知識を仲間と一緒に学び
たい方のために、好きな講座を選んでいただき、市役所などの
職員が講座を開催するのが「まちづくり出前講座」です。
　市民の皆さんに市政や公的な制度に対する理解を深めていた
だき、協働のまちづくりを推進することも、この出前講座の目
的です。

■ 原則、１０人以上の会合であることが必要です。
　原則として市内に在住、在勤、在学する１０人以上のグループ、
団体が対象です。より多くの方に講座を聞いていただくことと、
定例の会合などの機会に利用していただきたいと考え、このよ
うな条件を設けています。
　また、公序良俗に反する恐れのある場合や政治、宗教、営利
を目的とする場合など、出前講座の目的に反する場合は講座を
お断りします。

■ 年末年始を除き、開催できます。
　令和２年（２０２０年）１２月２６日（土）から翌年１月３日

（日）の 9 日間を除き、午前１０時から午後９時まで開催できま
す。対応が難しい期間は、備考欄に休講期間等を記載していま
す。その他、希望に添えない場合もありますので、あらかじめ
ご了承ください。

■ 受講料は無料です。会場の準備は皆さんで。
　受講料は無料です。会場の準備は主催者である皆さんのお力
でお願いします。（スクリーンやプロジェクターがない場合は
持ち込みます。）

令和２年（２０２０年）度版

Ｍenu（メニュー）

◆ 法務局・警察署・消防署・社会福祉協議会・宮若市観光がいどの会の講座（８講座）
テーマ・内容 時間 備考

１ ●相続と遺言について
　法務局の業務である登記制度を中心に、相続手続きについて説明します。 ６０分 法務局による講座です。

２ ●犯罪被害にあわないための防犯教室
　様々な犯罪を予防するための防犯教室です。 ３０分〜

  ６０分
（相談可）

警察署による講座です。
（１０時〜１７時）※平日のみ
※状況によって対応できない場合
があります。３ ●高齢者の交通事故防止について

　高齢者の交通事故を防止するための講座を行います。

４
●地域福祉について
　見守り活動・サロン活動（公民館等の小さな地域を拠点としたお年寄りの健
康・生きがいづくり活動）の説明を行います。

６０分 社会福祉協議会による講座です。

５

●知っておきたい！防火・防災事前の備え
　各グループや地域での防火（消火器を使用しての消火訓練も可能）・防災・
地震（東日本大震災の教訓を基本として）への知識や、災害時の対処方法等
について説明します。

６０分

消防署による講座です。
（９時〜１２時）※平日のみ
※４月〜５月は休講します。
※状況によって対応できない場合
があります。

６

●普通救命講習会（修了証を交付します）
　応急処置、ＣＰＲ（心肺蘇生法）実技、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取
扱いなどを説明します。ビデオや心肺蘇生訓練用の人形を使用しての実技訓
練も実施します。

１８０分 消防署による講座です。
（９時〜１２時）
※４月〜５月は休講します。
※状況によって対応できない場合
があります。７ ●簡易救命講習会（修了証の交付はありません）

　普通救命講習会の内容を簡略化して説明します。 ６０分

８

●宮若市観光がいどの会によるふるさとのお話
　自分たちが暮らす宮若に、こんな物語があったなんて。地元観光ガイドが語
る興味深いお話を聞いてみませんか？
竹原古墳の謎／加藤司書と犬鳴御別館／宮若〜郷土の偉人たち／笠松と釘抜
き地蔵さん／雲海を臨む〜鞍手の最古刹／「清水寺」悲劇の宗像騒動と円通
院／黒田家と宮若

６０分〜
  ９０分

（相談可）

講座は無料です。
※現地でのガイドも有料で承りま
す。（2 時間 1,000 円 / 団体）

（現地ガイド希望の場合は、宮若市
観光がいどの会へおつなぎします）

出
前
講
座
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■ （お問い合わせ）宮若市役所 秘書政策課
●電話　0949‐32‐0512　　● FAX　0949‐32‐9430
● E メール　hisyokoho@city.miyawaka.lg.jp



出
前
講
座

◆ まちづくりに関する話（１１講座）
テーマ・内容 時間 備考

９
●協働のまちづくりについて
　宮若市のまちづくりの最高規範である宮若市自治基本条例をわかりやすく説
明します。

３０分 パワーポイントを使用します。

１０ ●第２次宮若市総合計画前期基本計画について
　平成３０年度から５年間の市の主要な取組について説明します。 ３０分

１１
●定住のススメ
　「新婚世帯や子育て世帯への家賃補助」や「新たな住宅取得への奨励金」な
ど市の定住促進策について紹介します。

４０分

１２

●認可地縁団体について
　認可地縁団体の設立手続き等について説明します。
※認可地縁団体：自治会等、広く地域社会全般の維持などを目的とした団体
のなかで法人格を有した団体

３０分

１３ ●空き家について
　宮若市の空き家の現状と空き家の予防、対策、利活用などについて説明します。 ３０分

１４ ●宮若市の財政状況について
　宮若市の決算状況や財政指標を説明します。 ４０分

１５
●まちづくりに対する支援制度について
　市民の皆さんが行う、まちづくり活動や地域コミュ二ティ活動に対する補助
金制度などについて説明します。

３０分

１６ ●情報公開制度と個人情報保護制度について ３０分

１７ ●宮若市の広聴制度について
　皆さんの意見を取り入れる市のしくみを説明します。 ４０分

１８ ●都市計画って何？
　都市計画制度と宮若市の現状を説明します。 ３０分

１９ ●宮若市道路愛護推進活動について
　道路愛護推進活動の内容や、過去の取組についてお話しします。 ３０分

◆ 福祉・健康づくりに関する話（１４講座）
テーマ・内容 時間 備考

２０

● 40 ～ 74 歳対象の健診からみえてきたもの
　～特定健診について考える～
　特定健診の受診や生活習慣病予防がいかに医療費抑制につながっているか
についてお話しします。

４０分〜
  ６０分

（相談可）

※状況によって対応できない場合が
あります。

２１

●成年後見制度・エンディングノートについて
　自分ひとりで判断することが難しい方の権利を守り、生活を支援する成年後
見制度や、もしものときに家族へ想いや希望を伝えるためのエンディングノート
に関することについての説明をします。

６０分

２２ ●介護予防について
　介護予防について学習し、毎日を活動的に過ごすためのアドバイスなどを行います。 ６０分

２３

●認知症を知ろう
　“あなたも認知症サポーター”
　１人でも多くの人が認知症の人や家族の理解者・応援者となっていただき、
認知症になっても誰もが安心して暮らせるまちになるように考える講座です。

６０分〜
９０分

プロジェクター・スクリーンを使用
します。
開講希望日の１カ月前までにお申し
込みください。
※児童・生徒用も No.54 に記載し
ています。

２４
●介護保険制度と高齢者福祉サービスの利用について
　介護保険制度や市が行う高齢者福祉サービスについて、内容や申請方法な
どを説明します。

４０分

２５
●障がいのある人にはどんなサービスがあるの？
　障がい（身体、知的、精神）のある人が、どのような申請や手続きをすれば
サービスを受けることができるのかを説明します。

４０分
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２６
●健康診断で何がわかる？
　市が実施している健康診断（がん検診など）について、その必要性や受診方
法についてお話しします。

４０分 ※状況によって対応できない場合が
あります。

２７ ●食生活について
　健康づくりや生活習慣病予防のための食生活について説明します。 ６０分

調理実習は別途打ち合わせを行い
ます。（材料費のみ実費）

２８ ●食育について
　子どもの食べる力を育むための説明または調理実習を行います。 ６０分

２９
●健康づくりについて
　メタボリックシンドロームや糖尿病、心臓病などご希望の生活習慣病につい
て詳しくお話しします。

６０分 ※事前に希望内容をお伝えください。
※状況によって対応できない場合
があります。

３０ ●子どもの健康について
　乳幼児期の子育てについてお話しします。 ６０分

３１
●子育て支援サービスについて
　保育所・子育て支援センター・学童保育所の運営や手当などの子育て支援事
業について説明します。

３０分

３２ ●保育所の入所について
　市内保育所の入所基準などについて説明します。 ３０分 ※６月〜８月は休講します。

※状況によって対応できない場合
があります。３３ ●児童虐待防止について

　児童虐待に気づいたとき、どうしたらよいか説明します。 ３０分

◆ くらしに関する話（１０講座）
テーマ・内容 時間 備考

３４ ●マイナンバー制度について
　マイナンバー制度について概要などを説明します。 ４０分

３５ ●国民健康保険制度について ３０分

３６ ●後期高齢者医療制度について ３０分

３７ ●市民税について
　市民税について説明します。 ３０分 ※４月〜７月、１月〜３月は休講します。

３８ ●固定資産税について
　固定資産税のしくみについて説明します。 ３０分 事前に希望内容をお伝えください。

※４月〜６月、１１月〜３月は休講します。

３９ ●広報紙をつくろう
　団体の機関紙の制作について、アドバイスします。 ４０分 ※毎月15日以降は、調整が必要です。

４０ ●ごみの減量化・分別・リサイクルについて
　ごみの減量化・分別方法・リサイクル及びごみ処理の流れについて説明します。 ６０分

４１
●消費生活講座「悪質商法にご注意を！」
　市内では、悪質商法の被害が頻発しており、その手口も巧妙になってきてい
ます。被害を未然に防ぐために、事例や対応策を学んでおきましょう。

３０分〜
　６０分 講話または寸劇形式で行います。

４２ ●イノシシ対策について
　イノシシの生態や習性、自己防衛の手段、駆除の現状などを説明します。 ３０分

４３ ●下水道のはなし
　下水道のしくみや受益者負担金、使用料、排水設備などを説明します。 ４５分

◆ 教育や文化に関する話（３講座）
テーマ・内容 時間 備考

４４
●出前歴史講座「土器のお話」
　土器や玉類を通したふるさとの歴史や竹原古墳、損ヶ熊古墳の説明のほか、
現地での火起こし体験などを行います。

９０分

４５
●出前歴史講座「石炭産業のお話」
　貝島炭砿の話等、石炭産業についての講義です。その中で、石炭を燃やす体
験を実施します。

９０分

４６
●宮若市の歴史について
　「装飾古墳〜竹原の世界〜」「鞍手の仏たち」「戦国時代の宮若市」などにつ
いてお話しします。

６０分

出
前
講
座
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◆ 児童・生徒用のメニュー（１３講座）
テーマ・内容 時間 備考

４７

●デート DV について　※新規の講座
　デート DV（若いカップル間で起きるドメスティックバイオレンス・DV）につ
いてお話しします。子どもたち・若者世代が DV の被害者にも加害者にもなら
ないように、絵本や DVD、教材を使用しながらわかりやすく講座を進めます。
※中学生を対象としています（他は要相談）

４５分〜
５０分

（要相談）

直方人権擁護委員協議会による講座
です。
※講座の内容については要相談になり
ます。早めの申し込みをお願いします。
※状況によっては対応できない場合
があります。

４８
●読み聞かせ（人権についてのお話）
　人権に関係した絵本や紙芝居の読み聞かせなどを通して、子どもたちの人権
意識の育成を図ります。

４０分
直方人権擁護委員協議会による講
座です。
プロジェクターを使用します。

４９
●ふるさとの歴史と文化
　宮若市観光がいどの会が、ふるさと宮若の歴史や文化についてスライドなど
でわかりやすく解説します。

４５分

５０ ●出前歴史講座「土器のお話」
　№４４を児童・生徒向けに行います。火起こし体験もあります。 ９０分

小学校６年生〜中学生が対象です。
５１ ●出前歴史講座「石炭産業のお話」

　№４５を児童・生徒向けに行います。石炭を燃やす体験もあります。 ９０分

５２ ●子ども防火教室・防災講話・消火訓練
　消火器の使用方法や花火などの注意事項を説明します。 ６０分

消防署による講座です。
（９時〜１２時まで）
※４月〜５月は休講します。
※状況によって開始時間の変更をお
願いする場合や、対応できない場合
があります。

５３
●消費生活講座「これってアヤシクない？」
　携帯電話やインターネットによる被害にあわないよう、「消費者トラブル」を
学んでおきましょう。

４５分

５４

●「認知症」ってなあに？
　“あなたも認知症サポーター”
　認知症の人や家族の理解者、応援者となってもらうために、寸劇などを活用
し、認知症の症状や認知症の方への接し方などわかりやすく説明します。

４５分〜
６０分

プロジェクター・スクリーンを使用します。
開講希望日の１ヶ月前までにお申し
込みください。

５５
● RESAS（リーサス）でわかる私たちの郷土
　地域経済分析システム（RESAS) を用いて宮若市の人口や観光など、まちの
現状を数字から読み解きます。

４５分 インターネットに接続された PC 等
を使用します。

５６

●ブックトーク
　ブックトークとは、ある一つのテーマに沿って何冊かの本をトークで繋げて
紹介していくものです。子どもたちへの読書案内の一つで、子どもたちが今ま
で知らなかった本との出会いをお手伝いします。

４５分

小・中学生が対象です。（最大４０名
で、１学年ごとか２学年合同などで、
お申し込みください。）
※開講希望日の４０日前までにお申
し込みください。

５７ ●おはなし会
　絵本の読み聞かせや手遊びなどで、楽しいおはなしの時間をつくります。 ３０分 ３歳〜未就学児が対象です。

５８
●選挙のしくみ
　１８歳から選挙に参加できるようになりました。生活に結びついている身近
な政治や選挙の仕組みをお話しします。

４０分 ※選挙期間中は休講します。

５９ ●新聞をつくろう
　紙面への表現についてやさしく教えます。 ３０分 小・中学生が対象です。

※毎月１５日以降は、調整が必要です。

◆ 施設見学（２講座）
テーマ・内容 時間 備考

６０
●生見浄水場あるいは沼口浄水場
　上水道施設のしくみについて説明します。浄水場の見学後、説明を行います。
生見、沼口どちらか一方で６０分です。

６０分 児童・生徒も歓迎します。
※毎月第３木曜日は休講します。

６１

●青少年育成ゾーン
　西鞍の丘総合運動公園芝生フィールド、若宮コミュニティセンター「ハートフ
ル」、生涯学習センター「宮若リコリス」、東部総合運動公園「光陵グリーンパー
ク」の４つの施設について、特長やこれまでの取組について説明します。

（要相談）

各施設への移動は各自でお願いし
ます。（現地にて職員が説明）
※状況によって対応できない場合が
あります。

◆ 宮若市公式ホームページにもメニューや申込書を掲載しています。　https://www.city.miyawaka.lg.jp/

出
前
講
座

23まちづくり出前講座
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本庁舎　 　TEL　０９４９−３２−０５１０（代）　　FAX　０９４９−３２−９４３０
課　　名 係　　名 業務内容 電話番号

総 務 課

総務係 議案、条例・規則等の制定改廃、文書、情報公開、個人情報保護など
３２−０５１１人事係 職員の人事、給与、研修、福利厚生、衛生管理、安全管理、組織管理など

防災安全係 消防、防災、防犯、交通安全など
情報政策係 電算システムの開発管理、セキュリティ対策、ICTの利活用など ３２−１０７２

管 財 課 財産管理係 市有財産管理、庁舎管理など ３２−０７６１契約検査係 契約、請負業者の指名・入札など

市 民 課 市民係 転入転出等、住民票、戸籍、印鑑登録、選挙管理委員会など ３２−０５１４
国保年金係 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療など ３２−４００４

税 務 収 納 課
市民税係 市県民税、国民健康保険税、軽自動車税の賦課など ３２−０５１３資産税係 土地・家屋・償却資産の評価、固定資産税の賦課など
納税管理係 市税・国民健康保険税の徴収・滞納対策、市税等諸証明の交付など ３２−１００８

秘 書 政 策 課
秘書広報係 市長・副市長秘書、広報、シティプロモーション、ホームページ、表彰など

３２−０５１２政策推進係 総合計画、総合戦略、広域行政、人材育成、国際交流など

財 政 課 財政係 予算編成、執行管理、財政計画、地方交付税、市債など ３２−０５９０財務経営係 行財政改革、ふるさと納税、行政基本資料の収集など

まちづくり推進課 地域振興係 定住促進、自治会、犬鳴川河川公園・2000 年公園、企業誘致など ３２−０７７３拠点整備推進係 中心拠点整備の促進など

子 育 て 福 祉 課
地域福祉係 民生・児童委員、社会福祉協議会、地域福祉計画など ３２−０５６２
子育て支援係 児童・母子福祉、児童手当、児童扶養手当、家庭児童相談、学童保育など ３２−０５１７
障がい者福祉係 障がい者（児）福祉など ３２−０５４１

健 康 福 祉 課

健康対策係
（保健センターパレット） 健康づくり、各種保健事業、予防接種、母子健康手帳交付、精神保健など ５５−６０００

高齢者福祉係 高齢者福祉、介護保険、戦傷病者遺族等援護、高齢化対策など ３２−０５１５
地域包括支援センター 介護予防ケアマネジメント、高齢者の総合相談支援など ３３−３４５６

保 護 人 権 課
事務係 生活保護に関する事務など ３２−９３７７保護係 生活保護に関することなど
人権福祉係 人権・同和対策、男女共同参画、隣保館など ３２−０７６５

環 境 保 全 課 環境衛生係 じん芥施設、衛生施設に関すること、犬の登録など ３２−０５１６環境対策係 環境基本計画、火葬場、不法投棄、太陽光発電等設置助成など

産 業 観 光 課 商工振興係 商工業の振興、消費生活、雇用促進など ３２−０５１９観光推進係 観光振興、いこいの里千石、観光資源の保全・活用など

農 政 課 農林対策係 林業経営の改善、林業生産の基盤整備、有害鳥獣駆除、荒廃森林対策など ３２−０５１８農業振興係 農業経営の改善、地域農政推進、認定農業者、農業共済など

土 地 対 策 課
用地係 用地取得、登記、市道の認定、道路台帳、占用使用許可、屋外広告物など ３２−０５６９
国県道整備対策係 県道の整備に関することなど
国土調査係 地籍測量、地籍図作成、地籍簿作成など ３２−０５６６

建 築 都 市 課 建築都市係 都市計画、建築協定、緑化対策、市営住宅の維持管理、空き家対策など ３２−０９５５住宅管理係 市営住宅の入退去、特定鉱害復旧等申出事務、住宅改修助成など

土 木 建 設 課
維持係 道路、河川、下排水維持管理、土木災害復旧、交通安全施設など

３２−０７９９建設係 土木施設の新設改良工事など
農業土木係 農業用施設等の維持管理、土地改良、災害復旧、林地崩壊防止事業など

下 水 道 課 下水道係 下水道工事施工管理、設計、事業計画など ３２−３１５９管理係 下水道資産管理、使用料、浄化槽設置助成など
会 計 課 会計係 各種料金の支払い窓口、公金経理、資金管理など ３２−３３２３

水 道 課
業務係 水道料金に関することなど

３２−１００５給水係 水道の給水など
浄水係 浄水場の維持管理など

教 育 総 務 課 教育総務係 小学校・幼稚園の維持管理、スクールバスの運行、教育財産の管理など
３２−１００７学校再編推進係 小学校再編、学校給食施設の整備など

学 校 教 育 課 学校教育係 児童就学、奨学金、通学区域、学級編成、教育支援センターなど
学校給食係 学校給食、学校給食施設の維持管理など ３２−０７１５

社 会 教 育 課 公民館・スポーツ振興係 公民館・スポーツ施設の管理運営、社会体育、学校体育施設開放など ３２−０１２３
社会教育・文化推進係 図書館、青少年の健全育成、生涯学習、文化財、文化振興など ３２−３２１０

議 会 事 務 局 議会係 市議会に関することなど ３２−１１３５
農 業 委 員 会 農業委員会事務局 農地等の利用関係、農地法、農業者年金など ３２−３５５３
監 査 事 務 局 監査事務局 監査委員・公平委員会に関することなど ３２−１００４

若宮総合支所　 TEL　０９４９−５２−１１１１（代）　　FAX　０９４９−５２−３１１９
課　　名 係　　名 業務内容 電話番号

市 民 窓 口 課 市民窓口係 転入転出、住民票、戸籍、税の収納証明、国民健康保険、国民年金、
児童・母子福祉、ごみ、し尿など ５２−１１１１

宮若市役所　ダイヤルガイド
事業の内容の詳細などは、お気軽にこちらまでおたずね下さい。
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　  市の木・桜
河川敷や公園などに植え
られ、市民の皆さんに親
しまれています。

  市の花・彼岸花
どんな天候でも花を咲か
せ、堅実な歩みを目指す
宮若市を表しています。

市章
「み」の文字をモチーフに、
市民が明るく輝き、飛躍し
ている様子を表しています。
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宮若市役所　秘書政策課　政策推進係
〒８２３−００１１　福岡県宮若市宮田２９番地１
ＴＥＬ　０９４９（３２）０５１２
ＦＡＸ　０９４９（３２）９４３０
ＵＲＬ 　  https://www.city.miyawaka.lg.jp/
E-mail   seisaku@city.miyawaka.lg.jp 
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